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板柳町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」

という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第

６４号。以下「法」という。）第１９条に基づき、板柳町が策定する特定事業主行動

計画である。法は、令和１８年３月３１日までの時限立法となっており、本計画は前

計画（令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの２年間）を引き続く計画とし

て策定する。

１．計画期間

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等

板柳町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・

変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等を行うこ

ととしている。

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標

法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特

定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内

閣府令」という。）第２条に基づき、板柳町においてそれぞれの女性職員の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課

題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。

①令和１２年度までに、課長級の女性職員の割合を、少なくとも令和６年度の実績

（７．１４％）の６．８６％増の１４％以上にする。

②令和１２年度までに、係長職以上の女性職員の割合を、少なくとも令和６年度の

実績（３０．０％）の１０％増の４０％以上にする。



③令和１２年度までに、育児休業を取得する男性職員の割合を令和６年度実績

（０％）より５０％以上にする。

④令和１２年度までに、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を合計５日以上

取得する男性職員の割合を令和６年度実績（０％）より５０％以上にする。

⑤令和１２年度までに、職員の年次休暇の平均取得日数を、令和６年実績（１２．

３日）より２割以上引き上げ、１４日以上にする。

⑥令和１２年度までに、職員の１か月当たりの時間外勤務時間を令和６年度実績

（８．６時間）より２０％減の６．８時間以下にする。

４．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期

３．で掲げた数値目標その他の目標達成に向け、次に掲げる取組を実施する。

①及び②のために

○係長・課長補佐・課長の各役職段階における人材確保を念頭に置いた人材育成

を行う。

○女性職員に対する多様な研修や外部研修（自治研修所等）への派遣を行う。

③及び④のために

○配偶者が出産を控えている男性職員を対象に、各種両立支援制度（育児休業、

配偶者出産休暇等）の活用推進に関する助言を行う。

○所属長は職員やその配偶者の出産及び育児に関する制度に理解を深め、育児休

業や配偶者出産休暇等の取得対象となる職員に対し、休暇等の取得を積極的に

働きかける。

⑤のために

○計画的な業務推進を図り、連続する休暇の取得を勧奨する。

○所属長は年次休暇の取得を積極的に働きかける。

⑥のために

○毎週金曜日を定時退庁日に設定するとともに、管理職員が各職員に早期退庁を

勧奨する。

（以上）


